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事  業  報  告 

令和 2年 4月 1日から 

令和 3年 3月 31日まで 

 

 

１．会社の現況に関する事項 

（１）事業の経過およびその成果 

当期は、主要顧客である株式会社神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門の新型コロナウィルス

によるパンデミックの発生等による市況悪化に伴い、神鋼構内の売上高が大幅に減少した

ことを主要因として、売上高は前期を71億70百万円下回る515億84百万円となりました。 

業績につきましては、大幅な売上高の減少や神鋼の請負単価の協力要請などはあったも

のの、案件のコストダウン等による利益率の改善および、賞与の減額をはじめとする固定

費の削減努力により、経常利益は前期を1億53百万円上回る19億53百万円となりました。

また、税引後の当期純利益は 14億 8百万円となりました。 

 

（２）対処すべき課題 

米中貿易摩擦の影響および、新型コロナウィルスの感染拡大によるパンデミックの発生

により、主要顧客である株式会社神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門の市況は悪化し、ベース

となる粗鋼生産の減少が予想されております。また、既に受注している IPP3号機・4号機

の建設工事が完工する令和 5年度以降は株式会社神戸製鋼所向けの構内大型投資案件は見

通せない状況です。 

このような状況下、当社は、神鋼素材製造拠点での安定稼働や発電所の定検業務に貢献

すること、外販事業で収益を稼ぎ出すことの両輪での成長を目指します。 

当社は、様々なプラント設備に関する知識、技術力を持ち、事業部ごとに異なる強みを

保持しており、相互補完が可能です。当社の持続的な成長には、クレドの浸透などにより

取り組んできた“全社の一体感の醸成”をさらに推し進め、「本当に一つの会社」を実現し、

全社として保持する強みと、事業機会の確実な獲得により、神鋼の大型案件の収益に頼ら

ない収益構造の確立を目指します。 

 

 

（３）財産および損益の状況の推移              

年 度 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和 2年 

区 分 （第 67期） （第 68期） （第 69期） （第 70期） 

売 上 高（千円） 48,084,836 54,219,292 58,754,358 51,584,611 

経常損益（千円） 1,691,288 1,697,870 1,800,895 1,953,015 

当期純損益（千円） 1,185,085 551,037 1,567,077 1,408,110 

一株当たり 

当期純損益（円） 
3,861.31 1,795.42 5,105.93 4,587.98 

総 資 産（千円） 24,571,565 29,657,524 34,474,548 28,065,843 

純 資 産（千円） 3,488,747 3,446,270 4,737,758 5,369,741 
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（注）1．第 67期（2017年度） 

第 3高炉改修工事、Gプロ等神鋼構内の大型案件が完了した前期に比べて、構内案件は減少しました

が、外販案件の拡大に努めた結果、売上高は前期並みの 480 億 84 百万円となりました。神鋼への請

負単価への協力や構内大型案件の完了による粗利益の減少がありましたが、外販案件の拡大により利

益確保を図り、営業利益は前期を 1億 16百万円下回る 17億 81百万円、経常利益は前期を 2億 73百

万円下回る 16億 91百万円となりました。また税引後の当期純利益は 11 億 85 百万円となりました。 

（注）2. 第 68期（2018年度） 

株式会社神戸製鋼所神戸製鉄所の高炉解体工事などの神鋼構内の大型案件が完了したことなどによ

り売上高は前期を 61億 35百万円上回る 542億 19百万円となりました。大型案件の収益への貢献が

限定的であったため、経常利益は前期並みの 16 億 97 百万円となりましたが、株式会社神戸製鋼所

加古川製鉄所より受注した原料 1 号スタッカー復旧工事において、作業中にお客様の設備を破損さ

せたことに関連する損失見込み額 8億 73百万円を特別損失として計上したことにより、税引後の当

期純利益は前期を 6億 34百万円下回る 5億 51百万円となりました。 

（注）3. 第 69期（2019年度） 

株式会社神戸製鋼所構内の構内工事を中心に売上高は前期を 45億 35百万円上回る 587億 54百万円

となりました。業績につきましては、大型案件の収益への貢献が限定的であったため、経常利益は

前期を 1 億 03 百万円上回る 18 億円にとどまりました。また、前期は株式会社神戸製鋼所加古川製

鉄所より受注した原料 1 号スタッカー復旧工事において、作業中にお客様の設備を破損させたこと

に関連する損失見込み額 8億 73百万円を特別損失として計上しておりましたが、お客様からの請求

額がこれを大幅に下回る 5億 38百万円となったことにより差額を特別利益として計上し、税引後の

当期純利益は前期を 10億 16百万円上回る 15億 67百万円となりました。 

（注）4. 第 70期（2020年度） 

前記（１）の「事業の経過およびその成果」に記載の通りです。 

 

（４）設備投資および資金調達の状況 

特に記載すべき事項はありません。 

 

（５）主要な事業内容（令和 3年 3月 31日現在） 

当社は次に掲げたものを主な事業といたしております。 

製鉄プラント  1．高炉、転炉改修工事 

           2．連続鋳造設備ならびに圧延設備の据付工事 

3．各種製鉄プラント、附帯設備の設計、製作、計電装、据付工事 

4．各種製鉄設備の保全工事 

5．鋳鍛鋼工場プレス据付工事 

   ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾌﾟﾗﾝﾄ  1．ボイラー用容器、機器、配管の製作、据付工事 

2．タービン、発電機用機器の据付工事 

化学プラント  1．高圧機器、熱交換器、加熱炉、塔槽、他各種機器の設計、製作、 

据付工事 

2．各種プラント配管の設計、プレファブ、据付工事 

3．各種ユニット、モジュールの設計、製作、組込工事 

産業機械    1．焼却炉、サイクロン、他各種機器の設計、製作、据付工事 

2．マテリアルハンドリング設備の設計、製作、据付工事 

電気計装    1．電気計装機器の設計、製作、据付工事、保全工事 
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コンピュータ  1．コンピュータシステム、ハードメンテナンス、ソフト開発 

消防施設    1．消防施設工事の設計、施工、ならびに維持管理 

特殊金属加工  1．アルミ、チタン、インコネル、ステンレス等の特殊金属機器、 

配管の設計、製作、据付工事 

各種プラントの計画、設計、機器調達、建設、試運転、保全の一貫した業務 

1.石油化学プラント、樹脂・合成ゴムプラント、無機化学プラント、

ファインケミカルプラント、医療・食品プラント、エネルギープ

ラント、CO分離技術、排煙エネルギープラント、紫煙対策設備 

 

 

（６）主要な営業所および事業所（令和 3年 3月 31日現在） 

本   社 神戸市（本店） 

営業本部 営業本部（神戸市）、東京営業所（東京都）、 

名古屋営業所（愛知県名古屋市） 

 

機電事業部 加古川支店（加古川市）、神戸支店（神戸市）、 

高砂支店（高砂市）、大安出張所（三重県いなべ市） 

 

エネルギー事業部 エネルギー事業部（神戸市） 

プラント事業部 プラント事業部（神戸市） 

 

（７）従業員の状況（令和 3年 3月 31日現在） 

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

1,239名 22名増 39.5歳 12.6年 

（注）従業員数には親会社からの出向者を含めておりますが、役員及び他社への出向者、期間限定雇用者、実習生は 

除いております。また、親会社からの出向者、転籍者の勤続年数は当社業務に従事した年数としております。 

 

（８）主要な借入先の状況（令和 3年 3月 31日現在） 

借 入 先 借入金残高 

コベルコフィナンシャルセンター株式会社 4,422,026千円 

 

（９）重要な親会社及び子会社の状況 

・親会社との関係 

当社の親会社は株式会社神戸製鋼所であり、同社は当社の株式 306,913 株（議決権比

率 100.0%）を保有しています。当社は株式会社神戸製鋼所との間に営業上の取引関係

があります。 

・親会社等との間の取引に関する事項 

当社は、親会社等である株式会社神戸製鋼所から、主に設備の改修、保全工事等を請

負っております。これらの取引に当っては、対価その他取引条件が市場実勢を勘案し

て通常の取引条件で行われるよう留意しております。当社取締役会は、取引の類型ご

とに取引条件を把握した上で、包括的または個別の取引の適正性・公正性を判断して

おり、これらの取引が当社の利益を害するものではないと判断しております。 

 

 

２．会計監査人に関する事項 



【4】 

 

（１）会計監査人の名称 

  有限責任 あずさ監査法人 

 

（２）会計監査人の報酬等の額 

  当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額   9.765百万円 

  当社と会計監査人との間には非監査業務の委託関係はない。 

 

（３）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

当社では、監査役は、会計監査人が会社法第 340条第 1項各号記載のいずれかに該当す

ると認められる場合には、監査役全員の同意のもとに会計監査人を解任します。また、会

計監査人が会計監査を適切に遂行できないと判断されるとき、その他その必要があると判

断した場合、監査役の過半数をもって、当該会計監査人の解任又は不再任に係る議案の内

容を決定のうえ、取締役会が株主総会に提出します。 

 

３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、会社の業務の適正を確保するための体制

整備の基本方針を定めており、その内容および運用状況の概要は以下のとおりであります。 

 

（１）業務の適正を確保するための体制 

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制 

  ・当社は、「企業倫理規範・行動基準規程」を制定し、取締役および使用人が法令等を遵

守するための具体的な行動指針を定めております。取締役会の諮問機関として「コン

プライアンス委員会」を設置する他、コンプライアンスに関する問題の早期発見、是

正を図るため社内の通報窓口を設けるとともに外部の弁護士を受付窓口とする「内部

通報システム」を設置しております。また、特に重要な法令にかかる業務について、

コンプライアンス担当部署と監査担当部署により共同で内部監査を実施しております。 

 

② 財務報告の適正性確保のための体制 

  ・株式会社神戸製鋼所の定める「財務報告にかかる内部統制基本規程」に準拠し、財務

報告の適正性を確保するための体制を整備しております。 

 

③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

  ・当社は、取締役会議事録および決裁書等の、取締役の職務の執行にかかる文書その他

の情報を、法令および社内規則に基づき適正に保存・管理しております。 

 

④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  ・当社は、業務の適正を確保する為、「リスク管理規程」を制定し、管理体制、管理すべ

きリスク項目およびその対応策等を定めて、これらを定期的に見直し、改善につなげ

る体制としております。 

 

⑤ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

  ・当社は、迅速かつ的確な経営判断がなされるよう、原則月１回の取締役会のほか、原

則月１回開催される経営会議において、重要事項を付議し、決定しております。また、
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取締役が担当する委嘱業務の内容および職務権限、重要な会議体への付議基準等は、

取締役会、取締役会規程および社内規則により明確化しております。 

 

⑥ 会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  ・当社は、関係会社管理規程を定め、関係会社の行う重要な意思決定に際しては、当社

主管部門と協議、重要事項の報告などを義務付けるとともに、一定金額を超える財産

処分行為等については、当社の取締役会、社長の事前承認を要求することでグループ

一体運営を図っております。また、関係会社に対して、適宜取締役・監査役を派遣し、

関係会社の取締役会へ出席し、関係会社の経営を管理・監督しております。また、関

係会社のリスク管理については、関係会社管理規程に基づき当社に準じたリスク管理

を行うよう指導するとともに、主管部門が関係会社の業務遂行について必要な内部監

査を実施しております。 

 

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項および当該使用人の取締役からの独立性ならびに使用人に対する指示の実

効性の確保に関する事項 

  ・監査役からの要請があった場合、監査役を補助する使用人として当社管理部門の中か

ら若干名を選任し、兼務させるものとします。また、監査役を補助する使用人に対す

る人事権の行使にあたっては、取締役および使用人は、事前に監査役から意見を徴収

し、これを尊重します。 

 

⑧ 会社の取締役、使用人および子会社の取締役、監査役、使用人ならびにこれらの者か

ら報告を受けた者が監査役に報告をするための体制 

  ・取締役は、監査役が出席する取締役会および経営会議において、随時その担当する業

務の遂行状況を報告しております。また、コンプライアンス担当部署および監査担当

部署が、コンプライアンス、内部監査結果等について報告します。子会社の状況につ

いては、その取締役、監査役、使用人から適宜報告される体制となっております。ま

た、監査役は、取締役、使用人および会計監査人ならびに子会社の取締役、監査役、

使用人に対して、必要な資料の提出や報告を要求できる体制となっております。 

 

⑨ 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制 

  ・監査役は、当社のコンプライアンス委員会規則に定めるコンプライアンス委員であり、

社内の通報窓口の一つとなっております。外部弁護士を受付窓口とする「内部通報シ

ステム規程」における内部通報者の不利益取扱いの禁止と同様に、監査役に報告を行

った者が不利な取り扱いを受けないことを「コンプライアンス委員会附則」に定め、

その周知徹底を図ってまいります。 

 

⑩ 監査役の職務の執行等について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 

  ・監査役がその職務の執行について、会社法第 388条に基づく費用の支払い等の請求を

したときは、当該請求が監査役の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、

速やかに当該費用または債務を処理します。 

 

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 



【6】 

 

  ・監査役の監査の実効性を確保するため、監査役の「年度監査方針・計画」を取締役会

等において説明を受ける他、監査役は代表取締役社長との定期的会合、内部監査担当

部門との連携など監査環境の整備を図っております。 

 

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 ・取締役会を 12回、経営会議を 10回開催し、法令等で定められた事項や経営方針、予算

の策定等経営に関する重要な事項を決定し、月次業績の分析・評価を行なうとともに法

令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。 

 ・監査役は、監査役連絡会を 10回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、取締役会

のほか重要な会議へ出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・

定款等の遵守について監査いたしました。 

 ・コンプライアンス委員会を 2回開催し（令和 2年 9月、令和 3年 3月）、コンプライア

ンス問題について審議し、取締役会に報告して、必要な情報共有を行いました。また、

社内外の内部通報窓口に通報された事案についても、担当部署が協力して個別に対応い

たしました。 

 ・特に重要な法令にかかる業務については、コンプライアンス担当部署と監査担当部署に

より共同で内部監査を実施し、担当取締役および常勤監査役へ個別に報告し、取締役会

で総括報告いたしました。また、子会社の神鋼 EN&Mサービス株式会社の業務についても

必要な監査の支援をいたしました。 

・業務の適正を確保する為「リスク管理規程」に基づき、株式会社神戸製鋼所が特定した

重要度の高いリスクを基に当社のリスク項目を抽出し、リスク管理実施部門毎にリスク

をチェックする仕組みとそのモニタリング体制を構築しました。令和 3年度より運用を

開始しより一層リスク事象発生防止に努めていきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本事業報告の記載金額は千円未満の端数を切り捨てております。 
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（単位：千円）

 流 動 資 産  流 動 負 債

 固 定 資 産

　有 形 固 定 資 産  固 定 負 債

　無 形 固 定 資 産  株 主 資 本

　投資その他の資産

 評価・換算差額等

（金額は千円未満の端数を切り捨てております。）

未 払 消 費 税 等

電 子 記 録 債 権 944,230  

売 掛 金 21,773,117  

仕 掛 品 1,530,158  

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 32,021  

そ の 他 429,997  

58,400  

未 払 費 用

支 払 手 形

買 掛 金

短 期 借 入 金

前 受 金

未 払 金

86,342  

21,623  

149,846  

91,446  

52,396  

271,720  

897,870  

536,253  

255,992  

280,056  

そ の 他

22,546,255  

1,550,908  

12,609,614  

4,422,026  

24,842,758  

4,970  

128,262  

1,115,347  

446,101  

貸　借　対　照　表
（令和3年 3月31日現在）

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

科 目 金 額 科 目 金 額

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

769,802  

50,237  

65,742  

88,121  

585,272  

預 り 金

賞 与 引 当 金

工 事 損 失 引 当 金

構 築 物

機 械 装 置

3,223,085  

未 払 法 人 税 等

（ 純 資 産 の 部 ）

製 品 保 証 引 当 金

178,249  

22,696,101  

5,357,642  

35,879  

12,099  

6,359  

153,486  

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△11,943  

繰 延 税 金 資 産

4,060,643  

利 益 剰 余 金

その他資本剰余金

長 期 前 払 費 用 24,481  

112,194  

150,000  

長 期 貸 付 金

そ の 他

40,159  

138,089  

前 払 年 金 費 用

利 益 準 備 金

5,740  

そ の 他

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

5,029,393  

1,421,998  

28,750  

投 資 有 価 証 券 9,495  

5,000,643  

関 係 会 社 株 式

貸 倒 引 当 金

940,000  別 途 積 立 金

5,369,741  

負 債 ・ 純 資 産 合 計

純 資 産 合 計

資 産 合 計 28,065,843  

その他有価証券評価差額金

負 債 合 計

15,915  

105,826  

169,402  

資 本 剰 余 金

560,793  

土 地

ソ フ ト ウ エ ア

資 本 準 備 金

618,332  

28,065,843  

資 本 金

建 設 仮 勘 定 39,448  

工 具 器 具 備 品

1,631,684  

建 物

役員退職慰労引当金

退 職 給 付 引 当 金
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（単位：千円）

（金額は千円未満の端数を切り捨てております。）

金 額科 目

47,821,457  

3,763,154  

1,946,815  

51,584,611  売 上 高

売 上 原 価

（自 令和2年 4月 1日　至 令和3年 3月31日）

544,905  

1,408,110  当 期 純 利 益

経 常 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法人税､住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

1,953,015  

1,953,015  

453,882  

91,023  

383,367  

19,282  

443,506  

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

599,465  

462,788  

216,097  

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

1,816,338  

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

損　益　計　算　書
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（単位：千円）

（金額は千円未満の端数を切り捨てております。）

株
主
資
本

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（自 令和2年 4月 1日　至 令和3年 3月31日）

株　　　主　　　資　　　本

資本金

資 本 剰 余 金 利　益　剰　余　金

そ  の  他
資本剰余金

利益剰余金
合　　　計

利　益
準備金

資本剰余金
合　　　計 別　途

積立金
繰越利益
剰 余 金

150,000 期 首 残 高

資本準備金

138,089 40,159 

事 業 年 度 中 の 変 動 額

178,249 4,733,080 4,404,831 

そ の 他 利 益 剰 余 金

940,000 

株主資本
合　　計

28,750 3,436,081 

－

1,408,110 － 1,408,110 1,408,110 

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益 － － －

－ － － －

業年度中の変動額(純額)

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 －

純資産合計

評価・換算差額等

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損　　　益

評価・換算
差額等合計

期 末 残 高 150,000 138,089 

－ －

－

株主資本以外の項目の事
－ －

4,737,758 

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計

期 末 残 高

期 首 残 高

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)

株
主
資
本

－

5,740 6,359 12,099 5,369,741 

1,548 5,873 7,421 631,983 

－ － － 1,408,110 

1,548 5,873 7,421 7,421 

－ － － △783,548 

4,192 485 4,677 

624,561 

28,750 40,159 178,249 

－

△783,548 △783,548 

－ －

5,357,642 

－

－ －

940,000 

－

5,029,393 

624,561 

4,060,643 

624,561 

－

－

－

－

△783,548 
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１．重要な会計方針に係る事項
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式・・・・・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
　　時価のあるもの・・・決算日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法によ
　　 り処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　　時価のないもの・・・移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品・・・ 最終仕入原価法（収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）
仕掛品・・・・・・・・ 個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）

(3) 有形固定資産の減価償却の方法
定額法

(4) 無形固定資産の減価償却の方法
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
を採用しております。

(5) 引当金の計上方法
貸倒引当金　・・・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金　・・・・・・従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業
年度の負担額を計上しております。

退職給付引当金　・・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、発生の翌事業年度から10年で定額法により償却
しております。過去勤務債務については、その発生した事業年度にお
いて一括費用処理しております。

役員退職慰労引当金　・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要
支給額を計上しております。

製品保証引当金　・・・・・プラント事業に係る請負工事の引渡後の瑕疵担保のため､過去3年間の
クレーム実績率を当事業年度要保証売上高(引渡済み)に乗じて計上し
ております。さらに特定案件で当事業年度に負担すべき金額を計上し
ております。

工事損失引当金　・・・・受注工事の損失に備えるため、当事業年度末の未引渡工事のうち、損
失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができ
る工事について、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を引当計上
しております。

(6) 工事の収益計上基準
　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事（工期3ヶ月超かつ受注
金額20百万円以上）には工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工
事は工事完成基準を適用しております。

(7) 重要なヘッジ会計の処理
繰延ヘッジ処理によっております。
個別に為替予約を付した外貨建金銭債権債務等について振当処理を行っております。

(8) 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。

個　別　注　記　表
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２．重要な会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより、当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、
翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性のあるものは、次のとおりです。

工事進行基準による売上高 30,159,727千円

工事進行基準の適用にあたっては、工事原価総額を基礎として期末までの実際発生原価額に
応じた工事進捗度に工事収益総額を乗じて売上高を算定しています。工事収益総額、工事原価
総額及び工事進捗度の見積りに際して、事業環境の状況等もふまえた合理的な予測・判断を
実施していますが、工事原価総額の見積りには実行予算作成時に顕在化していなかった事象の
発生等による不確実性を伴う為、翌期の工事進行基準による売上高に影響を及ぼす
可能性があります。

工事損失引当金 255,992千円

受注工事の損失に備えるため、当事業年度末の未引渡工事のうち、損失の発生が見込まれ、
かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、翌事業年度以降に発生が
見込まれる損失を引当計上しておりますが、工事原価総額の見積りには顕在化していなかった
事象の発生等による不確実性を伴うため、翌期の工事損失引当金の金額に影響を及ぼす
可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 5,168,587千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 13,896,784千円
短期金銭債務 703,328千円
長期金銭債権 34,965千円

(3) 保証債務
KOBE EN&M VIETNAM CO.,LTD.の金融機関からの
借入金に対し、保証を行っております。 152,828千円

(4) 債権流動化に伴う買戻義務 304,774千円

４．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高
営業取引

売上高 31,277,349千円
仕入高 2,302,784千円

営業取引以外の取引 293,334千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式 306,913株

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

令和2年6月19日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
1) 配当の総額 783,548千円
2) １株当たり配当額 2,553円
3) 基準日 令和2年 3月31日
4) 効力発生日 令和2年 6月19日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの
令和3年6月21日開催の定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議する
予定にしております。

1) 配当の総額 704,058千円
2) １株当たり配当額 2,294円
3) 基準日 令和3年 3月31日
4) 効力発生日 令和3年 6月21日
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６．税効果会計に関する注記

① 繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、工事損失引当金等であります。

② 当社は「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設された
グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直し
が行なわれた項目については「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）
第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に
基づいております。

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項
　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、コベルコフィナンシャルセンター（株）
からの借入により資金を調達しております。
　受取手形及び売掛金にかかる顧客信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図ってお
ります。投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を
行っております。長期貸付金（１年内回収予定の長期貸付金を含む）は、相手先の信用リスクを
伴いますが、貸付先企業の財務状況を定期的に確認しております。
　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、短期借入金は変
動金利、長期借入金は固定金利による取引であります。なお、デリバティブは内部管理規程に従
い、実需の範囲で行うこととしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　令和3年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りで
あります。

（単位：千円）
時価（※１） 差異

① 現金及び預金 4,970 4,970 －

② 受取手形及び売掛金 21,901,379 21,901,379 －

③ 電子記録債権 944,230 944,230 －

④ 投資有価証券 9,495 9,495 －

⑤ 長期貸付金 35,879 35,879 －

⑥ 支払手形及び買掛金 (14,160,523 ) (14,160,523 ) －

⑦ 短期借入金 (4,422,026 ） (4,422,026 ） －

⑧ 未払金 (446,101 ） (446,101 ） －

⑨ デリバティブ取引（※２） 9,160 9,160 －

（※１） 負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（※２） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債

務となる項目については、（　）で示しております。

（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、③電子記録債権
　 これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。
④投資有価証券

株式は取引所の価格によっております。
⑤長期貸付金（１年内回収予定の長期貸付金を含む）

長期貸付金（１年内回収予定の長期貸付金を含む）の時価の算定は、個別の回収可能性を検討し、
回収不能見込額を貸倒引当金として控除した金額によっております。

⑥支払手形及び買掛金、⑦短期借入金、⑧未払金
これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

（ヘッジ会計が適用されているもの）

（１年内回収予定の長期貸付金を含む）

貸借対照表計上額（※１）
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⑨デリバティブ取引
為替予約の時価については、契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっており
ます。なお、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処
理されているため、その時価は当該売掛金に含めて記載しております。

（注２） 関係会社株式（貸借対照表計上額105,826千円）は、市場価格がなく、且つ将来キャッシュ・
フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には
含めておりません。

８．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等 （単位：千円）

・工事、保全の ・工事、保全の
　受注、及び 　受注、及び
　機器購入 　機器購入
・役員の兼任

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定

しております。
（注２） 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

９．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 17,495円 97銭
(2) １株当たり当期純利益 4,587円 98銭

１０．その他
該当事項はありません。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（注）本個別注記表中の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

91,298

期末残高
会社等
の名称

属性
関連当事者
との関係

取引の内容 科目取引金額

議決権等
の所有

（被所有）

割合

13,712,610

前受金 161,311

買掛金

親会社 (株)神戸製鋼所
被所有
直接
100%

売上高 31,263,519

仕入高 477,569

売掛金
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